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○ 事務局職員 
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○ 説明要員 

菅 原 秀 幸    新 妻 周 俊    今 野 拓 司    八 木 邦 美 

 

 



○ 議事日程 

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

３ 会長あいさつ 

４ 会議録署名委員の指名 

５ 議 事 

（１）報告事項 

報告第21号   合併協議会委員及び小委員会の変更について 

報告第22号   石巻地域合併協議会第１小委員会について 

報告第23号   新市の名称募集要領について 

報告第24号   石巻地域合併協議会第２小委員会について 

報告第25号   石巻地域新市まちづくり計画検討委員会について 

（２）議決事項 

議案第６号   平成１５年度 石巻地域合併協議会補正予算（案）について 

（３）協議事項 

協議第８号の２ 電算システム事業の取扱い（協定項目24）について 

協議第９号の１ 一般職の職員の身分の取扱い（協定項目10）について 

協議第10号の１ 事務組織及び機構の取扱い（協定項目13）について（その１） 

協議第11号の１ 男女共同参画事業の取扱い（協定項目25-１）について 

協議第12号の１ 姉妹都市・友好都市交流の取扱い（協定項目25-２）について 

（４）提案事項 

協議第13号   財産の取扱い（協定項目５）について 

協議第14号   地方税の取扱い（協定項目９）について（その１） 

協議第15号   条例・規則等の取扱い（協定項目12）について 

協議第16号   国際交流事業の取扱い（協定項目25-３）について 

協議第17号   広報・広聴関係事業の取扱い（協定項目25-４）について 

（５）その他 

・ 第５回 石巻地域合併協議会の日程について 

６ その他 

７ 閉 会 



１．開会 

司会 開会に先立ちまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

 本日の会議資料は、第４回協議会会議資料、協議第14号 地方税の取扱いの法抜粋

関係参考資料は２回に分けて御提案をさせていただくため、別冊とさせていただいて

おります。それから、第３回協議会会議録。本日付けの協議会委員名簿。後程説明さ

せていただきますが、新市名称募集チラシ及びホームページの見本。９月27日に開催

されましたそれぞれの小委員会関係資料をお配りさせていただいております。また、

これまで御提案させていただきました案件の資料も御持参いただいていると思いま

すが、御確認をお願いいたします。 

それでは、ただいまから第４回石巻地域合併協議会を開会いたします。 

 会議でございますが、33名の方の御出席をいただいておりますので、協議会規約第

10条第１項の規定により会議が成立しておりますことを御報告申し上げます。 

 

２．委嘱状交付 

司会 次に、委嘱状の交付に入ります前に、まず委員の変更について木村事務局長から

経緯を御説明申し上げます。 

木村事務局長 それでは、委嘱状の交付に先立ちまして、経緯等について触れされてい

ただきます。 

 既に御案内のように、雄勝町の伊藤委員さんの退任に伴いまして、新たに協議会の

委員といたしまして山下三和子さんの推薦をいただきました。協議会規約第７条第１

項第４号の規定では、関係市町の長が協議して定めた学識経験者を有する者とありま

すことから、先程首長さん方に協議をいただきまして合意を得ましたことから、本日

付けで委員に就任していただくものでございます。 

司会 それでは、新たに委員になられます雄勝町山下三和子様に委嘱状の交付を行いま

すので、その場に御起立願います。 

  （委嘱状交付） 

土井会長 よろしくお願いをいたします。 

 

３．会長あいさつ 

司会 それでは、当協議会の会長であります土井石巻市長から御挨拶を申し上げます。 
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土井会長 本日、ここに第４回石巻地域合併協議会を開催するにあたりまして、一言御

挨拶を申し上げます。 

 さて、当協議会も本日で４回目の会議となり、さらには小委員会においても協議が

行われており、委員の皆様方の精力的な御参加に対し、心から感謝を申し上げる次第

でございます。 

 また、委員の皆様には当地域の均衡ある発展の道筋を定める重要な協議を担ってい

ただいているところでありますが、このたび第２小委員会において、真剣な協議の経

過から委員の退任という事態が生じました。地域社会の将来を見据えた論議を深めて

いただくためにも、相互互譲の精神のもと、お互いの信頼を築きあい、大所高所の視

点からの御議論をお願いをする次第でございます。 

本日は小委員会から報告をいただきますとともに、第３回協議会からの継続案件の

協議、そして財産の取扱いなどの５件の新規提案が主な議事となっておりますので、

よろしく協議をいただきますようお願いを申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

 

４．会議録署名委員の指名 

司会 続きまして、会議録署名委員の指名でございますが、指名は議長が行うことにな

っておりますので、協議会規約10条第２項の規定により、これからの進行を土井会長

にお願いいたします。 

土井議長 それでは暫時の間、議長を務めさせていただきます。 

 はじめに、次第４の会議録署名委員の指名でございますが、会議運営規程第７条第

２項の規定に基づき、２名を指名させていただきます。 

 桃生町の若山憲彦委員、河南町の大橋 雄委員を指名いたしますので、よろしくお

願いをいたします。 

 

５．議事 

（１）報告事項 

・報告第21号 合併協議会委員及び小委員会委員の変更について 

土井議長 それでは議事に入らせていただきます。 

はじめに(１)の報告事項ですが、報告第21号 合併協議会委員及び小委員会委員の

変更についてを事務局から報告願います。 
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木村事務局長 それでは、１ページをお開きいただきます。 

 報告第21号に協議会委員及び小委員会委員の変更がございましたので、報告するも

のでございます。 

 まず、規約第７条第１項第４号に定めます委員、学識経験を有する者でございます

が、こちらに変更がございます。伊藤弘委員が９月27日付けで御退任をいただきまし

て、その後任に山下三和子さんが10月９日、本日付けで御就任いただくものでござい

ます。併せまして、第２小委員会の方に所属していただくものでございます。 

 なお、こちらに記載はされておりませんが、河北町の議会が昨日でございますが、

臨時会が10月８日に開催されておりまして、議会から選出されます３号委員、これに

おきましては議会の方において推薦に至らないことでございまして、新委員としては

保留の状態でございます。従いまして、現時点は空席でございますことを併せて御報

告させていただきます。 

 以上でございます。 

土井議長 ただいま事務局長から説明がありましたが、委員の変更に伴う小委員会委員

の割り振りについて、報告どおりとすることでよろしいですか。 

  （「はい」という声あり） 

土井議長 それでは、そのようにさせてもらいます。 

それでは、山下委員さんよろしくお願いをいたします。 

・報告第22号 石巻地域合併協議会第１小委員会について 

土井議長 次に、報告第22号 石巻地域合併協議会第１小委員会についてを山下委員長

から報告願います。 

山下（壽）委員 それでは、第２回第１小委員会の報告を申し上げます。 

去る９月27日、午後１時から宮城県石巻合同庁舎で開催されました「第２回第１小

委員会」の審議の概要について御報告申し上げます。 

 はじめに、「新市の名称募集要領」について協議を行い、事務局から提案されまし

た「募集要領案」に対し、応募箱設置場所に宮城県石巻合同庁舎を加えることで、原

案が承認されております。 

 また、応募にあたり、「募集記載内容に不備があった場合には無効とする。」とい

うことに当委員会で意見集約をしております。 

 なお、委員からの主な意見につきましては、「概要報告書」に記載のとおりであり
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ます。 

 次に、「１市６町の庁舎及び組織等の現状について」の協議につきましては、10月

17日に、現状把握のため「石巻市役所・渡波支所・河北町役場・河南町役場」を現地

視察することとしております。 

 「今後のスケジュール」等の協議につきましては、前２項目を踏まえまして、11月

21日に最終とりまとめを行うこととしております。 

 以上、報告を終わらせていただきます。 

土井議長 ただいまの報告事項について何か質問ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

土井議長 ないようですので、報告第22号についてはこれで終りとさせていただきます。 

・報告第23号 新市の名称募集要領について 

土井議長 次に、報告第23号 新市の名称募集要領についてを事務局から説明させます。 

木村事務局長 それでは、６ページをお開きいただきたいと思います。 

 報告第23号でございますが、新市の名称募集要領についてで、第１小委員会におい

て決定されました新市の名称の募集要領を報告するものでございます。 

 募集要領については７ページの方に記載されてございます。 

まず、１の公募の趣旨でございますが、合併して設置する新市の名称について、住

民の意向を踏まえるとともに、新しいまちづくりへの住民の参画を図るため、公募す

るものとしてございます。 

 ２番目の応募資格でございますが、１市６町に現在居住している小学生以上の方及

び同地域に通勤、通学している方と限定してございます。 

 それから、３の方に周知の方法を記載してございます。協議会だより、協議会ホー

ムページ、各市町の広報をはじめ、報道機関への広報依頼等を含め、積極的に行うも

のでございます。 

 ４番に応募の内容を記載してございます。(１)の応募の方法といたしまして、応募

は次のいずれかとし、１人につき１点に限定してございます。また、１人で複数の応

募をした場合は無効としてございます。①は応募様式でございまして、協議会だより

と一緒に全世帯に配布いたします用紙、それから家族への対応といたしまして、公署

の窓口に設置された応募用紙によりまして応募をしていただくとしております。それ

から、②番目の方に官製はがき、封書。これによるほか、③番のファックス、電子メ
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ール、それからホームページによる方法としてございます。(２)に名称の表し方、記

載させておりますが、漢字の場合はふりがなを付けていただく。それから、ひらがな、

カタカナ、それとの組み合わせにつきましては問わないとしてございます。それから、

②の方に読み書きが容易な名称で、次のいずれかがイメージできる名称としてござい

まして、ⅰとして、新市が地理的にイメージできる名称。それと、新市の特徴を表す

名称。新市の歴史・文化にちなんだ名称。新市を対外的にアピールできる名称として

ございます。③番目に新市の名称は１市６町の名称を使用してかまわないものでござ

います。ただし、現在１市６町以外の市町村で使用している名称を除くとしてござい

ます。例といたしまして、岩手県に北上市がございますので、この場合北上市が除か

れるわけでございます。(３)に募集記載内容を記載してございまして、新市の名称、

これにはふりがなを付けていただきます。それから、提案理由・住所・氏名・年齢・

電話番号を記載していただくほかに、区域外の方についてのみ勤務先または通学先等

すべて記載していただくような形になってございまして、欠落している場合は無効と

して対応させていただくということでございます。 

それから、公募の期間でございますが、10月16日（木）から11月13日（木）まで４

週間としてございます。郵送の場合でありましても、11月13日を必着と考えてござい

ます。 

それから、懸賞でございますが、①に名付け親大賞１名でございますが、10万円の

商品券と5,000円相当の地場産品。この場合は、新市の名称に採用された名称を応募

した者の中から抽選で決定する方法を考えてございます。それから、②の方に名付け

親賞５名でございますが、１万円の商品券と3,000円相当の地場産品。これにつきま

しては、新市の名称候補として小委員会で選定し、協議会に提案された名称を応募し

た者の中から抽選で決定するとしてございます。それから、③番目が21世紀賞で21名、

5,000円相当の地場産品。上記以外の方からの抽選でございます。 

７の方にこれらの発表を記載させていただいております。各賞を受賞された方の発

表につきましては、16年１月頃としておりまして、協議会だより、それから協議会の

ホームページあるいは構成市町の広報紙等によりまして行う予定でございます。 

 それから、８番目にその他として、応募作品の権利関係。応募された作品につきま

しては、一切の権利は当協議会に帰属するとしてございます。 

 それから(２)に応募作品、これの位置づけでございますが、応募された作品の中か
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ら新市名を決定することとする。ただし、同一名称の応募数については、あくまでも

選定の際の参考に留めるとしてございます。それから、(３)に新市名の決定の方法。

小委員会で応募作品の中から新市名の名称としてふさわしい候補名を数点選定し、協

議会での協議により新市名を決定するとしてございます。 

 なお、先程、別綴りといたしまして、新市名称の募集というタイトルで協議会だよ

りと一緒に配布するチラシの見本を付けてございます。こちらはカラー版で印刷を予

定してございます。それで、はがき切り取りというふうな形の中にございますように、

応募様式としてこれら活用していただくように工夫してございます。 

 それから、右の方御覧なっていただきたいんですが、応募箱の設置場所、石巻市か

ら牡鹿町までございますが、56の公署を予定してございます。 

 それから、別冊子でホームページ用の新市の名称募集中というタイトルのものもご

ざいます。これら、チラシ等活用いたしまして公募に努めるものでございます。 

 以上です。 

土井議長 ただいまの報告事項について、何か質問ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

土井議長 なしということですが、それではないようですので、報告第23号についてこ

れで終わらせていただきます。 

 ・報告第24号 石巻地域合併協議会第２小委員会について 

土井議長 次に、報告第24号 石巻地域合併協議会第２小委員会についてを阿部副委員

長から報告を願います。 

阿部（仁）委員 それでは、第２回第２小委員会の報告を私から申し上げます。 

 去る９月27日、午後３時から宮城県石巻合同庁舎で開催されました「第２回第２小

委員会」の審議の概要につきまして御報告を申し上げます。 

 当初予定の協議に入る前に、「概要報告書」の記載にありますように、「委員長の

行動に関する動議」が出され、休憩を挟み、再三にわたり協議をした結果、委員長か

ら「委員長及び委員を辞任する」ことが表明され、当委員会では、委員長辞任は認め

るものの、委員としての身分は町の意向を確認するということで委員一同確認した次

第であります。 

 従いまして、当委員会といたしましては、推薦された町からの新たな委員の選出を

待ってから「委員長の選出」並びに「付託事項の協議」に入るとし、当初予定してお
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りました協議事項は、未審議のままとなったところでございます。 

 以上で報告を終わらせていただきます。 

土井議長 ただいまの報告事項について、何か質問ございませんか。 

  （「なし」という声あり） 

土井議長 ないようですので、報告第24号についてこれで終わらせていただきます。 

・報告第25号 石巻地域新市まちづくり計画検討委員会について 

土井議長 次に、報告第25号 石巻地域新市まちづくり計画検討委員会についてを事務

局から説明させます。 

鈴木計画担当次長 それでは、資料13ページをお開きいただきたいと思います。 

石巻地域新市まちづくり計画検討委員会（第４回）の開催結果について御報告させ

ていただきます。 

14ページお開きください。第４回の検討委員会は去る９月19日、当ルネッサンス館

で開催されました。主な内容はグループワーキングでまちづくりの基本理念、基本方

針をつくるということで、それらのまとめの作業が行われました。まず、基本理念の

まとめでございますが、第３回のグループワークのまとめの資料をもとにいたしまし

て、各グループごとに最もふさわしいと思うものを選択する検討作業を行いました。

そちらの結果につきましては、17ページ以降に掲載されておりますが、後程御説明さ

せていただきます。 

もう１点の作業の柱は、15ページの(２)にございます基本方針のまとめでございま

した。内容につきましては、第３回グループワークまとめ、基本方針の６項目及びそ

の内容を示した施策方針につきまして、項目ごとに不足する施策分野等につきまして

御議論いただきました。そちらにつきましても、また後ろの資料に出てございます。 

それではまず、基本理念の整理の結果でございますが、17ページをお開きいただき

たいと思います。検討委員会の方では基本理念として３つに分けてございまして、ま

ずキーワードとしては快適、活力、協働と創造という３つのキーワードに分けて基本

理念を整理してございます。快適につきましては、豊かな自然と共に、安心して安全

な暮らしのできるまちづくりを進めますということで当日は整理してございます。そ

れから、活力の部分につきましては、地域の人、歴史、文化、産業を活かした個性あ

るまちづくりを進めますという形で整理されてございます。それから、協働と創造に

つきましては、地域の人材や豊かな資源を融合させ、住民と行政の協働によるまちづ

- 7 - 



くりを進めますという形で整理してございます。 

 続きまして、18ページの方をお開きいただきますと、基本方針ということで６つの

行政分野に分けまして、キーワードを項目的に整理してございます。分野としては地

域性、産業・雇用、教育・人材、住民参加、行財政、生活環境の６項目でございます。

この基本理念と基本方針をまとめたものが19ページに整理してあるものでございま

す。この第４回までの協議を踏まえまして、検討委員会といたしましては、基本理念、

基本方針を骨子といたしました中間提言を、当協議会に提出すべく作業に入っており

ます。作業にあたりましては、検討委員会の皆様の中からアドバイザーの木伏先生も

含めました10名で中間提言起草委員会を別に設けまして、その第１回会合が９月29日

に開かれてございます。第１回目におきましては、中間提言の構成をどうするか。そ

れから、中身でございますけども、17ページ、18ページに一応整理はしてあるんでご

ざいますけども、これを基本といたしまして、文言の整理、内容がこのままではちょ

っと文言として分かりづらいのではないのかという議論もあったものですから、そち

らの整理の作業が９月29日に行われております。第２回目は明日の10月10日でござい

ますけれども、そちらの方でこれまで出た意見を整理いたしまして、中間提言のまと

めの作業を行う予定となっております。さらに、新市のまちづくりのキャッチフレー

ズにつきましても、明日の検討委員会で検討する予定となっております。それを踏ま

えまして、当協議会の方に中間提言という形で提言すべく、ただいま作業を進めてい

るところでございます。 

 報告は以上でございます。 

土井議長 ただいまの報告事項について、何か質問ございませんか。 

（藤本委員 挙手） 

土井議長 はい、藤本委員。 

藤本委員 18ページの第４回グループワークのまとめ、基本方針出ているんですが、一

番上黒く１、２、３、４、５、６つありますが、５つ目の行財政という欄のところで

すね。これが、新市まちづくり計画検討委員会で協議されてこのような基本方針にし

てくれというか、その中間報告出るわけですね。それに、例えば午後からも第２小委

員会行われまして、その行財政というところなんかはそれの本当に第２小委員会のメ

インといいますか、メインディッシュの部分だと思うんですが。それが外部から、こ

っちに付託受けているにもかかわらず、外部の方からこのようなものがペーパーとし
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て出てくるというのはいかがなものかなと思うわけなんですが、その辺のところはど

のような位置づけなのか。それとも、これはプレッシャー、このように導いてくださ

いと言ってるものなのかどうなのか、その辺のところちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

土井議長 はい、事務局。 

鈴木計画担当次長 その際、まちづくり検討委員会につきましては、住民の方々の意見

を幅広くお伺いいたしまして、当委員会の協議の参考にしていただく、提言させてい

ただくという位置づけでございます。最終的には新市建設計画、当法定協議会の決定

を受けなければ決定することができません。その際に、住民の方々の様々な意見を提

言という形に集約いたしまして、出させていただくという形で整理してございます。 

（阿部（吉）委員 挙手） 

土井議長 はい、阿部（吉）委員。 

阿部（吉）委員 確かに、今雄勝町の委員さん言ったとおり、第２小委員会でちょっと

問題になるんじゃない、これ。第２小委員会いらない。今住民の方々とか学識経験者、

木伏先生の中でやっているんだけれども、これ第２小委員会に対して、もう第２小委

員会いらないよと言っているようなものじゃないですか。というような意見なんです

が、どのように扱いますか。 

土井議長 はい、事務局。 

鈴木計画担当次長 御意見としましては、議論としての報告をどのような内容がまちづ

くり検討委員会の方で話として出ているかということについて御報告ということな

もんですから、今回行財政につきましてもまちづくり検討委員会の委員さんから御発

言がありますのでこのような形で整理して、基本方針の骨子の１つとして、ここに掲

載しているものでございますけれども、こちらの特に下の方の議員定数の関係につい

ては第２小委員会の方でも議論されていると。 

それにつきまして、検討委員会の方から提言が出た場合の役割ということでござい

ますけれども、その辺は第２小委員会の方の議論を踏まえながら、本日の意見なども

検討委員会の皆様にはお伝えして、提言のまとめに取り組むような形になろうかとは

思います。 

（阿部（吉）委員 挙手） 

土井議長 はい、阿部（吉）委員。 
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阿部（吉）委員 答弁苦しんでるというのは分かるんだけれども、行財政というのは議

員定数だけじゃないじゃないですか。新都市をつくるために、今からどういうまちづ

くりをしなくちゃないのかと。議員減らすというのはたった１年か２年の話ですよ。

これはまだまだ先のことでしょう。50年、100年、200年は別にしても１世紀の中の問

題でしょう。１世紀の中から１年や２年のことだけを行政改革語ったってだめなんだ

よ。ということで、これは削除にするか、保留にするかどっちかにして、これは第２

小委員会にやはり付託するべきじゃないんですか。それじゃなかったら、第２小委員

会解散でいいですか。ということでございますので、協議をしていただきたいと思い

ます。 

（三浦委員 挙手） 

土井議長 はい、三浦委員。 

三浦委員 石巻の阿部吉治委員長と、考えは約同じなんですけどもね。この行財政の面

からということ。これはね、私はずっとこの合併に対して前々から主張してきたんで

すけれど、私はなぜ合併をしなくちゃならないのかというものは、明治維新で近代国

家日本を作り上げた村、町、市、郡、県そして衆議院、貴族院、貴族院は今参議院に

なりましたけれど、そして内閣府と。これらが百数十年経って合わなくなったんだと。

だから、もう一度百年の大計に立った新しい日本を作り直そうと、そこに立って私は

合併があるんだということを主張してきましたよ。それは、700兆円という膨大な長

期借金を国や地方財政が背負い込んで、首が回らなくなってしまったということもあ

りますし、それからいろいろあるんでしょうが、高級官僚とか、こういうものをなく

すためにも、地方分権を進めるためにも、この合併をやらねばならないんだよと。こ

の辺を論じながらの、在任特例をやらないよというものをもってくるのなら分からな

いわけじゃないですよ。県だって邪魔だよ、いらないんじゃないですか、これ。大き

な合併をして広域が１つになれたなら、その土地と国が直の政治でいいはずですよ。

県はいらない。それから、みてみなさいよ参議院いりますか。衆議院で通ったものが

参議院でいくら反対したって、またいってまた通るんですよ。だったら、参議院もい

らないんじゃないのよ。そして二院制が必要だとするのなら、参議院の代わりに比例

代表区を、性質を、衆議院のそれを参議院の役割を果たせればそれでいいですよ。こ

の方が、よほど行財政改革につながるんじゃないですか。それから、みてみなさいよ

今の日本の政治のやり方。首相を選ぶのにコップの中でカラカラって選んでるんです
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よ。自民党だ、なんだって選んでるけど。あれだって、国民に選ばせるべきですよ。

そういうものもみると、この日本国家が行き詰まったのよ。もう一度新しい観点で作

り直さなきゃないですよ。ここにこういうものを論じながらの、行政改革を論じられ

た中で結論出てくるのなら、私は納得できますよ。１市６町の議員の人たちは、いみ

じくも広域を選んだんですよ。矢本、鳴瀬をみてみなさい、女川なんかみてみなさい

よ。この人たち行財政のどこに改革がありますか。１市６町の議員の人たちは違うよ。

町長もだけども、市長さんもだけども。広域を選んだということは、ものすごい行財

政改革に取り組んだんですよ。この方々が、１年や２年特例を使ったからといって行

財政改革につながったって言えますか。何を言ってるのよ。こういうものも論じてき

なさいよ、これやるのなら。 

 以上。 

（木村委員 挙手） 

土井議長 はい、牡鹿の木村委員さん。 

木村委員 私は、前者の方々とちょっと意見が違うんでございますが、いわゆるまちづ

くり検討委員会で、それはそれでいろんな角度から検討して結論が出てもいいのでは

ないかと。あと、委員会は委員会として、これはこれでいろいろ検討すればいいので

あって、それをこうでない、ああでないという必要は私はないのではないかなと。い

ろんなやっぱり住民の方の意見とか、いろんな方の意見も参考にしながら、最終的に

はこの法定協で決まるんだと思いますから、やっぱりいろんな角度から広く意見を求

めて、あるいは議論をする必要があるというふうに私は思いますので、私はこの進め

方でいいというふうに思います。 

（三浦委員 挙手） 

土井議長 はい、三浦委員。 

三浦委員 私はやめろといったんじゃないですよ。こういう高所、それから幅の広いと

ころから論じてきなさいと言ってるんです。これは難しいことですよ。簡単なことじ

ゃないですよ、私に言わせれば。 

私は何回も言いますけれども、矢本、鳴瀬が２町特例使わないよと。あれは使った

ら、とんでもない話です。今、40名いるやつが定数を24にするというけれども、減る

のがたった10何名ですよ。それから、町長だって２人いるうち１人しか減んないんだ、

助役だって。全然、行財政効果なんてないですよ、これ。それと定数、１市６町から
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みたら10人以下にしてもいいはずだ。それから県、どうすんのよ。県はいらないよ。

国で、出先機関が仙台にあるんだ、国の。県もあるんだよ。これらをもちゃんときち

っとやれば、議員の２年の特例なんていうものは安いことよ。10年やったってまだ安

いかと思うくらいですよ。その辺も私はみていただきたいと思うんですよ。ただ単な

る小さいことをみないで。合併がまとまらなかったら、これは何にもならないのよ。

と思いますので、続けるのはいいですよ別に、やめろというんじゃないです。ただそ

ういう高いところ、幅の広いところ、奥深さのものをも、これからの我が祖国日本の

将来をもみながら論じてきてくださいということですよ。 

土井議長 そのほかありますか。 

（阿部（吉）委員 挙手） 

土井議長 阿部（吉）委員。 

阿部（吉）委員 言葉少なめではちょっと困るかなと思いまして。この行財政、鈴木さ

んか、これ施設の統廃合というのはいいんだけれども、ここから上があまりにもきめ

細かくそれこそ書いてあるんじゃない。だから、施設の統廃合についてとか、いろい

ろなコスト削減とか合理化などを加えるのが（「委員長、発言するなら前を見て発言

してください。」という声あり）いいのじゃないかなとこのように思いますんで、こ

こがあまりにもきめ細かな対応というのは、議員にだけきめ細かな対応になっている

けれども、その下の一番最後に施設統廃合についてはもうちょっと載せるべきだろう

と。あまりにも議員に対する問題の提起が多過ぎるんじゃないかとこのように思いま

す。 

（平塚委員 挙手） 

土井議長 桃生の平塚委員。 

平塚委員 今日、皆さんお話なされてるのは第４回の新市まちづくりの計画検討委員会

グループワークのまとめのところですね。 

ところが、第３回のところを見ると行財政ちゃんと、今皆さん御発言なされてるよ

うなことも協議しているんですね。行財政のところを見ますと、行財政、地域課題に

きめ細かに対応するまち。行財政の簡素化、質の高い行財政運営。それから行政コス

ト（短期・長期）、合併の目的は合理化と。これができなければ合併の主目的が消え

るというようなことでですね。ちゃんとやっぱり新市まちづくり計画検討委員会も、

第４回のときはそのような議員さんの在任特例に触れてますけれども、その前はこの
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合併についての基本的な行財政のところも協議しているわけですね。 

だから、あんまり住民代表の方々が新市のまちづくりに向けていろいろ協議なされ

ているということですので、まだまだ検討委員会の上には第２小委員会もございます

し、この協議会もあるわけですね。のびのびと協議をさせるということでよろしいの

ではないかと思いますが。第２回、それから第１回のやつも見れば、おそらくそれも

出てると思うんです。たまたま、またなんで第４回で議員のことばかりいっぱい行財

政で協議したのか分かりませんけれども、できればのびのびとあまり縛りをかけない

でやっていただくということでお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

三浦委員 高所から、幅の広い観点からね。 

（髙橋（左）委員 挙手） 

土井議長 はい、髙橋（左）委員。 

髙橋（左）委員 今、桃生の町長さんがおっしゃったこともこれは納得がいくことでご

ざいますが、これはホームページにあがりますね。 

鈴木計画担当次長 この辺は協議会資料という形ではあがります。こちらにつきまして

は、ここにございませんが第４回の検討委員会で出たものを集約したものでございま

す。 

髙橋（左）委員 これはホームページにあがるということになりますと、ずっと見てい

きますとこれは誘導的な文言となっております。そうしますと、これもまた住民に対

して誘導することになります。これは上意下達的なものでございますので、やはりこ

れは削除するか、またやり直すと、この部分については私としてはやはり削除するべ

きじゃないかと、こう思っております。 

土井議長 そのほか、委員の方から。 

（千葉委員 挙手） 

土井議長 はい、北上町の千葉委員。 

千葉委員 一番問題になってるのは、まちづくり検討委員会の位置づけだと思うんです

よね。それで、まちづくり検討委員会の位置づけについては、第１回目のやつで50ペ

ージに表があるわけですけども、結局は合併協議会が最終決定機関なんですから、い

ろんな意見が出て私は当たり前だと思うんです。それで、こう意見を出すのはおかし

いとか、そういうことを言うのは今の世の中の考え方にまったく逆行するんじゃない



かと思うんですよね。いろんな意見が出ていいと思うんです。それで、最終的に決定

するのはこの合併協議会なんですから。まちの皆さんからどういう意見が出ましても、

結局この委員会で最終決定するわけですから、それは何らいろんな意見が出て結構だ

と思いますよ。それを縛られるとか、そういう考えは非常におかしいんじゃないかと

思うんですね。小委員会では、予定どおりきちっと午後から決定をしていただきたい

と思います。 

土井議長 はい、そのほかございますか。 

 事務局の方から、今までの話を聞いて。 

（「幅広く考えなさいというの、高いところから。」という声あり） 

土井議長 ちょっとお待ちくださいね、事務局の方から。 

木村事務局長 それでは、若干考え方触れさせていただきますが。 

 そもそも、新市の建設計画、ここまで委員の方々に触れていただいた部分もござい

ますけれども、合併によってできる新たな市の将来像。まちづくりの方針を地域の皆

様とともに考え明らかにするというのが、そのまちづくり建設計画の大前提でござい

ます。そういう意味合いから、こちらにまちづくり検討委員会を設けまして、民間の

委員さんとアドバイザー含めまして39名体制の中で、これらにつきまして将来のまち

づくりのあり方を自由な発想の中で考えていただいてるものでございます。 

今回、これら中間報告という意味合いで、毎回これは会議を重ねてございますので、

それの中間報告という形の中で取りまとまった部分、これらにつきまして報告させて

いただいておりますが、決してこれは最終決定というふうなものではございません。

そういう意味から、その都度その都度、仕上がっている部分あるいはつながる部分に

つきましてこういう形の中で御報告させていただいているわけでございます。そうい

う意味合いから、協議会あるいは小委員会の中でも議員の取扱いについて特化してい

ただいて協議をいただく場面もございますけれども、民間の委員さん方もこういう形

の中でいろいろ議論をしていただく。その１つに、先程御指摘いただきました行財政

の中で、議員の特例関係があがっているというふうなことでございます。決して、行

財政の中でこの部分だけを特化してということではございませんので、幅広い討議の

中で、今現在取りまとめをしているということでございますので、決して小委員会の

方にプレッシャーをかけるとか、そういう意味合いで進めているものではございませ

ん。両面で対応していきまして、最終的には協議会の方に報告を申し上げまして御議
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論いただく場がまたございます。もちろん、中間報告でございますので、その都度議

論いただいても結構でございますし、また今日の協議会の内容につきましても検討委

員会の方に報告はさせていただきたいと、かように考えてます。 

（三浦委員 挙手） 

土井議長 はい、三浦委員。 

三浦委員 結論づけてないといいますけれども、結論づかってんじゃないのよ。読んで

みて。議員の在任特例は認めないと、これ決めてるんじゃないの。こういう話も出ま

したよと、話違うんじゃないですか、これ。こういう話もあるんだよというのなら、

分からないわけじゃないですよ。これも１つの参考にしてくださいよと言われるのな

ら、分からないわけじゃない。だけども、これはばっちり決めてるよ。これ、決まっ

てないと言えますか。 

土井議長 それでは、どうですか。 

 そのほか、ございますか。 

（酒井委員 挙手） 

土井議長 はい、酒井委員。 

酒井委員 このまちづくり検討委員会第４回のまとめでございますが、この行財政の項

目だけを見ますと、まったく私も三浦委員さんなり阿部（吉）委員さんのおっしゃる

ように、議員だけの特例問題だけを論じておるわけでございまして、ちょっと変だな

というような感じは受けました。 

今、事務当局の御答弁を聞いてみましても、回数ごとにまとめて、分野ごとに審議

をしているとそういった印象を受けまして、特に第４回は議員の特例問題、定数問題

に絞ったのかなというふうに、今理解をいたしたわけであります。１回目からずっと、

今目を通させてもらったわけでございますけれども、その他の我々が特に重要視して

おります行財政改革につきましても、回数をおって検討いただいておるということか

らみまして、皆さんおっしゃる表現の仕方は確かにまずい面があるかも知れませんけ

れども、検討委員会ができた趣旨、あるいはこれまでの検討の流れをみましても、私

はこれでよろしいと、このように思ってるわけでございます。まずい表現があれば、

やわらかく修正してもよろしいのではないかというふうに思います。いかがでしょう、

皆さん。 

土井議長 そのほかございますか。 



（藤本委員 挙手） 

土井議長 はい、藤本委員。 

藤本委員 どのようにやるのも構わないんですが、例えばここのまちづくり検討委員会

で新市の名称をどのようにするかというような話し合いはされてるんでしょうか。 

鈴木計画担当次長 それは出ていません。 

藤本委員 されてないんでしょう。要は、何かというと第２小委員会に付託している部

分なんですよ。そこを、やってないでしょ。なんで、第２小委員会に付託している部

分を。要は馬２頭で反対の方に一緒にばっと引かせてるんですよ。走らせてる。付託

かけてるんであれば付託したところで、これはどんな話し合いしても構いません、ど

んな議論するのも構いませんし、いいんだけれども、このような形で違う結果出る。

今度、うちら方の議会が騒ぎになったのも、結局そのような意見の違いが出てくれば

片方が守旧派で片方が改革派だっていうような、レッテルみたいなところも出てくる

わけですよ。私は、この意見にはさほど、出てる中身に対してはほんなものとは思わ

ないんだけど、ただ第２小委員会に付託してる時点で、同じところで同じような話し

合いが出て、同じような報告が出てくるというのがあっていいのかなというのが疑問

なんです。それが、もしかしたらこの第２小委員会の方が多分私はメインだと思うん

ですけども、それに影響される。うちら方の今度のだって、例えば本当にこっちの方

がいいんだっていうのが、騒ぎになってきてから結局考え変えてくる人もいると。そ

れをやれば第２小委員会の方に影響を受けてくる、こないとも限んないということな

んです。新市の名称をやってないというんであれば、第２小委員会の部分は話し合い

はしてもいいけれども、ない方がいいのではないのかなという、そういう疑問なんで

す。 

土井議長 そのほかございますか。 

（平塚委員 挙手） 

土井議長 はい、平塚委員。 

平塚委員 石巻地域新市まちづくり計画検討委員会設置規程を今ちょっと読んでみた

んですが、これ見ますと、石巻地域合併協議会の附属機関としているという位置づけ

をしてるんですね。だから附属機関として設置すると。そして、第２条に、委員会は、

協議会の会長により、土井会長ですね、土井会長の要請に応じ、協議会における新市

まちづくり計画の策定に関し、必要な調査、検討を行いですよ。そして提言すると。
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それを、方向づけを小委員会あるいは協議会の方にいろいろ話し合ったことをまとめ

て提言をするということですので、これが決定機関でないということですので、私は

やはり自由に新市に夢をのせていろんな角度からお話し合いをしていただいてもい

いのではないのかなと思います。 

 以上です。 

土井議長 そのほかございますか。 

（阿部（仁）委員 挙手） 

土井議長 はい、阿部（仁）委員。 

阿部（仁）委員 いろいろ意見を聞いておりましたけれども、今第１と第２小委員会に

大変重要な案件がこれまで会長から付託を受けました。特に、第２の方につきまして

は皆さん議論交わしているとおり大変難しい案件が、これは合併がなるかならないか

の瀬戸際にくると思います。 

 その中で、この案件はどんな話しをしてもいいですけれども、付託した部分につい

ては時期を同時進行なり、片方だけが進むんじゃなくて、それはやってもらわないと

話し合いになりませんこれから。多分、今日あるわけですけれども、どういうふうな

中身になるか本当に検討つかない。その部分は結論づけて出さないで、話し合いは結

構ですので、やはり今この時期にはちょっと待ってくれと。いわゆる、うちの方の第

２小委員会でも話進む、同時進行でこの場で平行して進めるべきだと私はこう思いま

すけれどもね。 

土井議長 だいたい意見が出たようですので、そのほかありますか。 

（山中委員 挙手） 

土井議長 はい、北上の山中委員。 

山中委員 北上の山中です。 

今、阿部委員さんの方からこの前の第２小委員会の話も出ました。私もその席にお

りましたけれども、まず残念ながら何事も進まなくて流会とこのような結果、皆さん

御承知のとおりでございます。我々議員といたしまして、この議員の在任特例という

のはこれ非常に、私１人じゃなくてうちの方14人の議員おりますけれども、これは一

番関心のあるそしてまた大事なこの事項でございまして、この今の基本方針ですか、

行政のいろいろ議論していただきました中で、どうしても我々の議員のその特例とい

うかそういうのだけなんか突出して、本当に結論づけたようなこのきちっとしたなん
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か皆ここにありますよね。選挙区の問題からいろんな在任、そしてまたはなはだしい

のは議員の定年制の導入、なんとあまりにも越権行為と言ってもおかしくないような

ことまでなんか議論されているというのは、これはあまりにも一部分だけが先行して

議論されたんではこの第２小委員会、非常にこれは議論のしづらい部分が出てきてい

ると思います。従って、こういうことはもう少し柔らかくですね、桃生の委員さんの

方からもありましたけれども、なんかこれ極端に本当に何回も申し上げますけれども、

この議員の特例のその我々が一番議論しづらいところを強調してやっていることは、

どうもあまり適当ではないんじゃないかなとこのように思います。 

以上です。 

（阿部（和）委員 挙手） 

土井議長 はい、牡鹿の阿部（和）委員。 

阿部（和）委員 牡鹿の阿部でございます。 

いろいろと様々な意見が出されておりますけれども、私は結論的にはこのまちづく

り検討委員会で出した意見を、今後の各委員会ごとに尊重するというわけではござい

ませんけれども、住民の意を反映した形で最終的に委員会の方で決定すればいいんじ

ゃないかなと。これはあくまでも参考意見として、貴重な意見として私はむしろとり

あげるべきじゃないのかなと、私はそのように思いますので、これをせっかく出てき

ました結果を修正しなきゃないとかそういったことになりますと、逆に委員会の方に

圧力をかけるんじゃないのかなというような、逆に検討委員会の方に委員会の方から

圧力をかけるんじゃないのかなというふうな誤解も招きかねないんじゃないのかな

と、やりづらくなるんじゃないのかなというような思いがありますので、このままで

結構じゃないかなと私はそのように思います。 

土井議長 そろそろ、会長として皆さんの意見を聞かせていただきまして。 

（髙橋（左）委員 挙手） 

土井議長 はい、髙橋（左）委員。 

髙橋（左）委員 それはいいですけれども、この中の議員の１つですね、定年制の導入。

これは、皆さん御立派な方々が集まっての検討委員会というのは開いておるものです

が、これは憲法違反になりませんかね。 

 もしそうであれば、これはそれこそ重大な問題でございますから、これはやっぱり

考え直してもらわなきゃいけないとこう思いますよ。 
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三浦委員 そして、なぜ市長は定年制ないんだ。議員にあってなぜ市長にないんだ。 

土井議長 それでは、そろそろいろいろなお話を聞かせていただきまして、取扱いにつ

いてちょっと話させてもらいたいと思いますが。皆さんの御意見を聞いておりますと、

議論をすることは大いにやってもらいたい、これが第１点ですね、そういうお話でご

ざいました。この議論は高い高所から幅広く議論をしてもらいたい、こういうことで

す。その中で、特におかしいのは特定の問題についてだけの議論をしているような嫌

いがあるとこういう指摘ですね。ですから、それだけじゃなくやっぱりこういう議論

をしたあとの報告を出す場合も、その時々の委員会の流れ、それから全体の会議の流

れを見て報告を出すべきであると、これも確かにそのとおりだと思います。そういう

ことで考えますと、いろいろなお話がある中で特に特化したものだけにお話をするん

じゃなくて、例えば施設の統廃合の問題とかいろいろな問題が市民はそこもよく見て

いますよ、どうなるんだろうかなと。そういうところはなかなか議論が出ないで、特

別なとこばかりが出てきていると。そういうことになると、やはり合併をするために

どうしたらいいか、合併をしないと最大の行財政改革にはならないという意見。これ

もまた正しい意見です。ですから、こういう定年制の問題とかこういう問題を決めつ

けるような話ではなく、問題点として上げる分には結構だと思うんですが、その辺の

ところを取扱いを注意をしますからそれで御了解をいただきたいと思うんですが、ど

うでしょうか。 

（平塚委員 挙手） 

土井議長 はい、平塚委員。 

平塚委員 さっきからお話を聞いていますと、削除とか修正という意味ではないんでし

ょ。 

土井議長 修正というふうに、決めつけないということです。 

平塚委員 決めつけないということですね。 

 事務局が、今後その辺のとりまとめのとき配慮しながら文書化するという解釈でよ

ろしいですか。 

土井議長 それで皆さんどうでしょうかということです。 

平塚委員 話を聞いてると、修正するような感じの意味にも。 

土井議長 修正ということにもなると思いますよ。 

平塚委員 いや、こんなふうに一回出てしまったものはね。 
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土井議長 定年制の導入とかですね、こういうものは確かになかなか馴染まない問題だ

と思いますよ、いくら言われたってですね。 

平塚委員 事務局が今後配慮すると、そういう意味でしょ。なんかお話を聞いていると

修正も一部あるのかなという意味の今の土井議長さんのお話ですので、ここまで出て

しまったのを修正するとかですね、それを今後配慮するということですね。 

（酒井委員 挙手） 

土井議長 はい、酒井委員。 

酒井委員 私は修正という言葉使いました。いわゆる、私の修正というのは議員の在任

特例は認めないと強く迫っているんですよ。これらの文言の修正と、主旨を曲げない

程度の文言の修正という意味でございますので、訂正します。 

土井議長 皆さんに諮りたいんですよ、そういうことでどうでしょうか。 

髙橋（左）委員 文言の修正ですか。 

土井議長 文言の修正でしょ、それは。 

（髙橋（左）委員 挙手） 

土井議長 はい、髙橋（左）委員。 

髙橋（左）委員 だから私が言ってるのは、この定年制の導入ということになると、こ

のまま載せると、ホームページとかに載せると問題になりませんかと。 

土井議長 なりますね、これは。 

髙橋（左）委員 そこのところ考えてもらいたい。 

三浦委員 市長の定年はどうなるのか。 

土井議長 私は受かったばかりだからそう言わないで。 

 これを例えば柔らかい言葉で定年制の問題とか、導入なんてはっきり言ったらちょ

っとおかしいと思うんですね。 

（千葉委員 挙手） 

土井議長 はい、千葉委員。 

千葉委員 まちづくり委員会というのは、性格といいますか位置づけなんですけれども、

第２回協議会の資料の中にまちづくり委員会のメンバーとかそういう名簿載ってい

るわけなんですけれども、そのまちづくり委員会の活動方針といいますか、それが市

民の立場でとか、それから行政とかそういうのを離れた自由な発想でということを、

このまちづくり検討委員会という性格をそのものを事務局の方できちっと説明した

- 20 - 



方がよろしいんじゃないかと思います。つまりなんら束縛する、この協議会を束縛す

る立場ではないんですよね。あくまでも民間のこの委員のメンバー、７ページを見ま

すといろいろな方たちが委員のメンバーになってますけれども、この方たちはあくま

でも行政とか、それから役所とかそういうところから離れて自由な発想で意見を言う

とそういう組織なんですよね。 

それを、事務局はどうしてきちっと説明しないんですかそれを。つまり、我々この

合併協議会の私たち委員を束縛するものは何ものもないんですよ、この委員会には。

そうでしょ、どうなんですか事務局長。 

土井議長 はい、事務局長。 

木村事務局長 まさに、今お話いただいているとおりでございまして、まったくフリー

な立場の中でまちづくりのために協議をいただく委員会でございます。 

そういう意味合いで、今回こういうふうな中間という形の中でまとめたものを経過

の中で出させていただいておりますが、確かに文言によってはかなりダイレクトな文

言を使用しているものもございますが、これはあくまでも委員の方々から出てきたも

のをそのまま使わせていただいてるものでございます。先程の、定年制とかそういう

文言もございますが、これらにつきましては違法とかそういう部分ではなく、あくま

でも意見として出たもの、それから出っ放しでなく、あくまでもワーキンググループ

の中でこういうふうな方向で記載していきましょうというふうなものをここに提示

させていただいたものでございます。 

 先程、修正とか事務局の方でこれらを調整したらいいんじゃないかというふうな意

見に聞こえているわけでございますが、私どもといたしましても決して誘導している

というふうな事務局の立場ではございません。あくまでも、そのまま委員さんのやり

とりの中をこういうふうにしたためているものでございます。行数に限りあるもので

ございますので、その辺本意の部分を残してこういう表現をさせていただく。すべて

書ききれないところも、文言の中でございますので書ききれない、あるいは表現一度

いただいたものですけれども、書ききれない形の中でのものもあったわけでございま

す。それらにつきましてはこういうまとめ方、主旨を変更することなくまとめたもの

でございますので、その辺御理解いただきたいと思います。 

（西條委員 挙手） 

土井議長 はい、西條委員。 
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西條委員 先程からこの特例の問題について、一般町民あるいは民間人から見れば議員

の特例、これはやっぱり認めたくないという気持ち分からないわけではないんです。

しかし、私たち議会議員としてこの合併を決意した、決議した議会として、議員とし

てその合併後のまちづくり、しっかりと見届ける責任これが議員にあるわけです。そ

のために、この特例を使ってその責任を果たそうというのが議会の中で決議した、私

たちの桃生町議会はそういう考えの中で特例を使おうと決議したわけですね。町民か

らすればそのような特例は使わないで欲しいと、ただ単に財政面からすればよけいな

議員はいらないんだというようなことの判断はこれは理解できます。しかし、私たち

は私たちの立場でこのものを判断しておりますから、ここにやはり行財政の方向づけ、

まちづくり検討委員会で方向づけするにしても、好ましくないとか何とか柔らかい文

言で十分検討して欲しいとかそういう載せ方をしていただきますと私たちも理解で

きるんですけれども。これから、なにせ第２小委員会で検討することをきちっと前も

ってこのようにあげられますと、相当なプレッシャーがかかります。 

 そのことを申し上げたいと思います。 

土井議長 今、西條委員さんからもお話ありましたが、私がそういうことでもう少し表

現の仕方等々ですね、まるで第２小委員会がいらないみたいなこういうとりまとめじ

ゃない方法でやるように事務局の方にお願いをしようと思いますが、それでどうでし

ょうか。 

（三浦委員 挙手） 

土井議長 はい、三浦委員。 

三浦委員 １回だけお願いします。 

特例をなぜ使うのかという疑問はあると思うんですよ。でもね、合併そのものに特

例があるんですよ。特例債を使うという。これは、まさに地域に飴をぶら下げて合併

をさせるというこれがあるんですよ、国はね。ここも私は一般の人たちにも分かって

いただきたいと思うんですよ。行財政改革をやるのなら特例債も使っちゃだめよ。借

金を背負うんだから。じゃ、特例債を使わないためにあと１年延長してもいいじゃな

いですか。ゆっくりと合併してもいいじゃないですか。そうしますとね、17年３月よ

り18年３月いっぱいで合併してもいいですよ。そして、みんな特例使わないのよ。果

たしてそれが合併できるかどうか分かりませんけれども。そういうことをも私は加味

していただきたいと思いますね。そういうのも、いろいろな話し合いの中で出してい
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ただければと思うんです、事務局の方にね。 

そういう中で、会長さんの意見に従います。 

土井議長 そういうことで、まず皆さんの第１点は大いに議論をしていただきたいと、

これが第１点です。 

第２点目、その議論に対していろんな委員会を拘束するような報告はやめてもらい

たいという話のように私は聞いたわけです。 

 それと、第３点目はそういう議題を出すタイミングも考えてもらいたい、こういう

ことのようですね。 

そういうことで、十分事務局の方共々注意をいたしますので、ぜひ御了解をいただ

きたいと思うんですがどうでしょう。 

（「異議なし」という声あり） 

土井議長 異議なしということでよろしいですか。 

それじゃ、これも難しい問題だから拍手をお願いします。（拍手） 

土井議長 そういうことで、これで報告事項を終わらせていただきます。 

（２）議決事項 

・議案第６号 平成15年度 石巻地域合併協議会補正予算（案）について 

土井議長 次に、(２)の議決事項に移ります。 

議案第６号 平成15年度石巻地域合併協議会補正予算（案）についてを議題といた

します。事務局から説明をさせます。 

植松総務担当次長 それでは、議案第６号について御説明申し上げますので、資料の

20ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成15年度石巻地域合併協議会補正予算（案）でございますが、今回の補正予算に

つきましては歳出予算の組み替えだけの補正でございます。従いまして、予算額は０

ということになります。内容といたしましては、先程御報告申し上げました新市名称

の募集関係経費、これに合わせて103万2,000円ほど組み替え予算として計上してござ

います。それからもう一点、事務事業一元化作業に関わります関係経費を110万ほど

載せたものでございます。 

 内容を御説明申し上げますので、下の表の節と説明の欄を御覧いただきたいんです

が。８節報償費の中で27万5,000円、これにつきましては先程の募集要領にありまし

たが、新市名称の募集の懸賞代として計上いたすものでございます。それから、11節
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の需用費に35万7,000円、これは印刷製本で、先程白黒で配布いたしましたが、チラ

シを８万部ほど印刷して全世帯に１枚づつまずチラシを配布しようと考えてます。印

刷は先程白黒だったんですが、これは実際はフルカラーで印刷しましてハガキにも使

える、応募用紙にも使えるという兼用のものを考えてございます。６万2,000部ほど

が全世帯に１枚づつ配布なりますので、そのほかの方々の分は各公署、先程56個所と

いうことで大箱を設置いたしますが、そちらの方にも同じチラシを置きまして、記入

後大箱に入れていただくようなことでございます。それから、13節の委託料で新市名

称募集集計業務ということで40万円計上してございますが、これは先程募集要件、市

名から、それから新しい市の名前、新しい新市の名称ですね。それから、名称の理由

とかいろいろ書いていただくんですが、それを一覧性のあるもので集計する必要があ

るものでございますので、これを業務委託したいということでございます。これらの

経費が、先程言いましたように103万2,000円になります。それから、その下に事務事

業一元化支援業務ということで110万円を載せてございますが、これは前に御説明申

し上げました、今1,911ほど各分科会でいろいろ事務事業の調整をしておりますが、

最終的に課題と調整方針をそれぞれ一つひとつ細かい事務事業も含めてまとめる必

要がございますので、これの業務委託料として計上したものでございます。なお、こ

れらの合計の財源につきましては、一番下の方に新市まちづくり計画策定支援業務で

△213万2,000円計上してますが、これの委託料が執行残が今ございますのでそのうち

から必要な経費として210万3,000円ほど計上したものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

土井議長 ただいま事務局から御説明がありましたが、何か質問ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

土井議長 それでは異議なしということで、補正予算については原案のとおり決定する

こととしてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

土井議長 それでは、議案第６号は原案どおり決定させていただきます。 

（３）協議事項 

・協議第８号の２ 電算システム事業の取扱い（協定項目24）について 

土井議長 次に、(３)の協議事項に移ります。 

 はじめに、協議第８号の２の電算システム事業の取扱い（協定項目24）についてを
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議題といたします。21ページをお開き願います。 

この案件につきましては、第３回協議会で再度の継続協議となっているものでござ

います。 

 はじめに、前回の協議会で継続協議を求められました委員さんから御発言をお願い

をいたします。 

（ 藤（正）委員  挙手） 

土井議長 はい、 藤 （正）委員。 

藤（正）委員  河北町の 藤でございます。  

 まず、はじめに電算システム事業に対して継続協議を御協力いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

 今日は時間が大分経っていますけれども、11時近くでございますので３つほどもう

一度、第３回の議事録の中にも７ページから14ページまでの御説明等がございました

んですけれども、もう一度分かりやすく事務局サイドから回答をいただきたいなとそ

のように思っていますので、３点ほどいただきたいと思います。 

その前に、先日の第３回の合併協の会議の中で石巻市議会から電算システムの貴重

な見解書をいただきまして、本当にありがとうございました。 

 それでは、３点ほど簡単に質問事項を申し上げます。もう一度、なぜ石巻の汎用機、

大型コンピュータに統合するのかと。 

 ２点目は、第２回の合併協の資料の中の58ページに載っていますけれども、予算措

置の中でデータ移行費用は各団体において措置するものということでございました

ので、移行経費に関してはどれくらいかかるものなのか、分かれば出していただきた

いと思います。 

 もう１つ、電算システムの調査報告書の中の４ページの中で、ネットワークの要件

の中で６つほどの要件がございます。システムが安全に、安定して稼動していること。

利用者が安全に利用できること。利用者の利便性を向上させること。電子自治体への

将来性や拡張性に対応できること。地域格差のないサービス提供に対応できること。

費用面での増加を考慮する。今日の調整方針の中にも謳っているように、下の欄の方

なんですけれども、住民サービスの低下を招かないように調整するというここに全部

集約されると思うんですけれども、この要件が満たされるのか３点ほどお伺いしたい

と思います。 
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土井議長 ちょっと待ってくださいね。 

今まで、委員会のあと継続審議になってそういうことを質問しなかったんですか。 

藤（正）委員  質問はしました。 

土井議長 質問してずっとやってきたんでしょ。それどういうことなんですか。説明し

てくださいよ。 

藤（正）委員  もう一度、分かりやすく説明していただければいいかなと思ったんで

すけれども。 

八木企画部会員（情報システム担当） それでは御説明申し上げます。 

まず第１点目の、なぜ石巻の汎用機に統合するのかということでございます。これ

に関しましては、合併の問題が出ましてから、石巻におきましては１年間ほど合併に

おけるシステムの統合についてどうすべきかということで勉強してまいりました。ま

たなお、情報化分科会の前進であります情報交換会の段階でも、６町の方々もそれぞ

れ一生懸命勉強されてきたということで、システム統合のパターン、よく言われてま

す４つのパターンがございまして、一番危険なパターンにつきましては、これはもう

最初から異議なくこれは避けるべきだろうということで意見一致しております。それ

ぞれ各１市６町の担当、それだけ勉強してきたということがここではっきりしており

ます。４つのパターンのうちで、具体的に新規で導入するかあるいはどこかのシステ

ムに統合するか、これが中心になって議論されてきました。それで期間的な問題、そ

れから費用的な問題で１市集約型といいますか１つのシステムに統合すると、これが

望ましいということで情報化分科会としては結論づけましたが、なお第３者の意見聞

くべきだということで、合併協の予算いただきまして外部に調査委託したところであ

ります。その結論も前に別冊附属資料ということで提出させていただいておりますけ

れども、この外部の調査の機関からもやはり同じ結論が出たということでございます。 

 それから、データの移行経費でございます。これは、まだ数字は粗いところでござ

いますが、目安としては石巻が旧三菱のシステムから新しい日立のシステムへ移行す

るにあたってのデータ移行経費はおよそ１億3,000万円ほど掛かっております。これ

が目安になるかと思います。なお、６町の方でただいま業者の方と調整しておりまし

て、このデータ委託費用、各６町分はいくらになるかということで、今調査に入って

おります。まもなくこれの数字は揃うと思います。 

 それから、先程の調査報告書の概要の４ページですか。ネットワークの件でござい
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ますけれども、これはシステムの統合の問題と別ということです。ネットワークの用

件というのは、あくまでも１市６町のどこが本庁なって、どこが支所なっても、その

データをどこでも検索できる、どこからでも入力できるという仕掛けは当然必要なっ

てくると思います。 

それから、システムが安全に安定して稼動すること。これも、先程申し上げたよう

に一番危険な方法は避けたいということで、結論はつけております。 

それから、先程の電子自治体への将来性や拡張性に対応できること。これは、現在

想定されております国のｅ－Ｊａｐａｎ戦略に基づきます電子申請とか電子入札と

か想定されておりますけれども、これらは住民情報系と別でありますので、別に国の

仕様が定まり次第この辺は検討していく必要があるだろうということであります。 

 以上でございます。 

（ 藤（正）委員  挙手） 

土井議長 はい、 藤（正）委員。  

藤（正）委員  今の３点ほど、大変分かりましたんですけれども、理解はできました。 

 それで、移行経費に関しましてはただいま調査中ということで、近いうちに出され

るだろうということなので、それを期待したいと思います。 

 それで、私の方から会長を通しましてよろしいですか、要望という形で、御意見は

いただきませんので。要望を２点ほど出したいと思います。 

 汎用機へのシステム統合にいたしたときに、やはりシステム機能のレベル低下、こ

こにも書いてありますけれども、決してこのレベル低下を招かないことと、それによ

って行政サービスの停滞は絶対招かないことということで。これはりそな銀行１つみ

ても同じですし、合併なったら、４月１日なったら住民票１つ出せなくなったという

ことは決して招かないようにお願いしたいと思います。 

 あと、先程も申し上げましたように移行経費等のことの予算措置に関しまして、デ

ータ移行するときには最大限努力していただきまして、市町村に負担をなるべくかけ

ないようにしていただきたいと。大変な莫大な金が掛かるものですから、その辺をひ

とつよろしくお願いしたいと思います。 

 なお、もし各町にあればひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

土井議長 よろしいですか。 
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 その他、ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

土井議長 ないようですので、ここで協議第８号の２の調整方針を確認決定したいと思

います。 

 電算システム事業の取扱いにつきましては、原案どおり本日付けで確認とすること

に御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

土井議長 これも大切なことなんで、賛成の拍手をお願いします。（拍手） 

 御異議なしということで、電算システム事業の取扱いについては全会一致で確認す

ることとなりました。 

 よろしいですね。 

 （「はい」という声あり） 

 ・協議第９号の１ 一般職の職員の身分の取扱い（協定項目10）について 

土井議長 次に、協議第９号の１の一般職の職員の身分の取扱い（協定項目10）につい

てを議題といたします。 

 22ページをお開き願います。 

 この案件につきましては、第３回協議会で継続協議となっているものでございます。 

 22ページの調整方針案について皆様方から御意見をいただきたいと思いますが、ど

なたか御発言ありませんでしょうか。 

 ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

土井議長 ないようですので、ここで協議第９号の１の調整方針を確認決定したいと思

います。 

 一般職の職員の身分の取扱いにつきましては、原案どおり本日付けで確認とするこ

とに御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

土井議長 御異議なしということで、一般職の職員の身分の取扱いについては全会一致

で確認することとなりました。 

 ・協議第10号の１ 事務組織及び機構の取扱い（協定項目13）について（その１） 

土井議長 次に、協議第10号の１の事務組織及び機構の取扱い（協定項目13）について
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（その１）を議題といたします。 

 23ページをお開きをお願いします。 

 この案件につきましては、第３回協議会で継続協議となっているものでございます。 

 23ページの調整方針案について皆様方から御意見をいただきたいと思いますが、ど

なたか御発言はありませんでしょうか。 

 （「なし」という声あり） 

土井議長 ないようですので、ここで協議第10号の１の調整方針を確認決定したいと思

います。 

 事務組織及び機構の取扱い（その１）につきましては、原案どおり本日付けで確認

とすることに御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

土井議長 御異議なしということで、事務組織及び機構の取扱い（その１）については

全会一致で確認することとなりました。 

 ・協議第11号の１ 男女共同参画事業の取扱い（協定項目25－１）について 

土井議長 次に、協議第11号の１の男女共同参画事業の取扱い（協定項目25－１）につ

いてを議題といたします。 

 24ページをお開きを願います。 

 この案件につきましては、第３回協議会で継続協議となっているものでございます。 

 24ページの調整方針案について皆様方から御意見をいただきたいと思いますが、ど

なたか御発言ありませんでしょうか。 

 ありませんか 

 （「なし」という声あり） 

土井議長 ないようですので、ここで協議第11号の１の調整方針を確認決定したいと思

います。 

 男女共同参画事業の取扱いにつきましては、原案どおり本日付けで確認とすること

に御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

土井議長 御異議なしということで、男女共同参画事業の取扱いについては全会一致で

確認することとなりました。 

 ・協議第12号の１ 姉妹都市・友好都市交流の取扱い（協定項目25－２）について 
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土井議長 次に、協議第12号の１の姉妹都市・友好都市交流の取扱い（協定項目25－２）

についてを議題といたします。 

 25ページをお開き願います。 

 この案件につきましては、第３回協議会で継続協議となっているものでございます。 

 25ページの調整方針案について皆様方から御意見をいただきたいと思いますが、ど

なたか御発言ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

土井議長 ないようですので、ここで協議第12号の１の調整方針を確認決定したいと思

います。 

 姉妹都市・友好都市交流の取扱いにつきましては、原案どおり本日付けで確認とす

ることに御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

土井議長 御異議なしということで、姉妹都市・友好都市交流の取扱いについては全会

一致で確認することとなりました。 

（４）提案事項 

 ・協議第13号 財産の取扱い（協定項目５）について 

土井議長 次に、次第(４)の提案事項に移ります。 

協議第13号 財産の取扱い（協定項目５）についてを議題といたします。 

 財務専門部会長から説明させます。 

菅原財務専門部会長 それでは、財産の取扱いについての協定項目につきまして御説明

申し上げます。 

 27ページを御覧いただきたいと思います。 

 調整方針につきましては、１市６町が保有する財産、債権のすべてを新市に引き継

ぐというものでございます。 

 資料の内容につきまして御説明申し上げますので、28ページを御覧いただきたいと

思います。 

 28ページには、財産の総括表を御提示してございます。そこに掲げてございますと

おり、１市６町すべての主要な財産、中身につきましては行政財産、普通財産、有価

証券、出資による権利、債権、基金、それから債務といたしまして地方債等、それか

ら債務負担行為に基づく平成15年度以降の支出予定額ということで、土地、建物、そ
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れから有価証券等の金額、そういったものをお示しをしております。 

その内訳につきましては、30ページから入りますけれども、30ページには地方公営

企業、これは法適用分でございまして、病院事業それから上水道事業等の固定資産あ

るいは債務につきまして表示をいたしております。これにつきましては、ただいま申

し上げました総括表には公営企業ということで含んでおりませんで、この部分は独立

をいたしております。 

 それから、32ページには公有財産といたしまして行政財産、それから普通財産の中

身をお示しをいたしております。従いまして、行政財産の、例えば小計欄につきまし

ては、先程御説明申し上げました28ページの総括表の行政財産に合致する数字となっ

ております。それから、普通財産につきましても小計欄が総括表の普通財産に合致を

するということで、中身を説明いたしております。 

 それから、34ページにまいりまして、これは公共施設の状況でございます。道路か

らはじまりまして次のページの保健相談センターまで、１市６町におきます、すべて

の財産を、公共施設の状況をそこに掲げてございます。 

 それから、38ページにまいりまして、有価証券及び出資による権利ということで、

まず有価証券を株券としてそこに表示してございます。それから、出資による権利が

ございます。 

 なお、40、41ページまで続きますけれども、40ページには引き続き出資による権利

をそこに表示をいたしております。そうした場合、総括表の出資による権利と、それ

から債権につきましては、株券の欄に合計欄がございますけれども、それらに数字を

合致をさせております。 

 その次に、42ページにまいりまして債権でございます。債権につきましては、貸付

金をすべてそこに計上をいたしております。 

 それから、44ページから47ページにつきましては基金の状況をお示しをしておりま

す。基金につきましては、御案内のとおり積立基金あるいは定額運用のための基金と

いうふうに分けてございまして、まず最初には積立基金を表示をいたしております。

次に、46ページには定額運用のための基金を表示をいたしております。 

 次に、48ページでは、債務の状況をお示しをいたしております。まず１つ目には地

方債といたしまして一般会計債、それから公営企業債として先程の病院、それから上

水道を除きます法非適用の部分をそこにお示しをしております。ただし、公営企業の
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中の欄の一番下に病院事業債というのがございますけれども、これは牡鹿町でござい

ますが、これは診療所ということでございますので地方公営企業法が適用されており

ませんので、この欄に表示をいたしております。それから、最後に債務負担行為に基

づきます平成15年度以降の支出予定額をそこにお示しをいたしております。 

 最後になりますけれども、50ページを御覧いただきたいと思います。これら財産の

取扱いにつきましては、できる限り財産の保全、それから債務の減少に努めることが

当然望ましいということでございます。そういったいわゆる基本的な事項を基本とい

たしまして、合併時の財産等についてはすべて新市に引き継ぐというふうなことでご

ざいます。 

 なお、先進事例につきましては、やはり見ますとすべて新市に引き継ぐというふう

な形で取扱っているようでございます。 

 なお、ただいま申し上げましたこの内容につきましては、恣意的なことがあっては

大変だということでございますので、すべてこれらは国の基準によります決算統計あ

るいは公共施設状況調査、そういったもので同じレベル、同じ目の高さで調査をして、

この表にお示しをいたしております。 

 なお、内容現在につきましては平成15年３月31日であったり、あるいは公共施設の

状況につきましては５月31日というふうな内容になってございまして、現段階で申し

上げますと参考資料というふうなことになりますけれども、来年の合併調印の際には

当然最も新しい資料ということで、そこまで平成15年度の予算執行の結果を踏まえた

中で、また再度新たなものをお示しをするということになります。 

 以上でございます。 

土井議長 ただいま財務専門部会長より説明がありましたが、本件について委員の皆様

方御質問、御意見ございませんか。 

急に渡されたってなかなかね、と思うんだな。急にこの場で渡されたって。 

 また、いろいろ意見があったらこの次ということでいいですか。 

 これ渡されたって、公認会計士だって分からないんじゃないの、すぐね。 

 じゃ、これをよく家に帰って見て、おかしいところがあったら次のときに質問をし

てください。 

 （「はい」という声あり） 

土井議長 それでは、協議第13号は継続協議といたします。 
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・協議第14号 地方税の取扱い（協定項目９）について（その１） 

土井議長 次に、協議第14号 地方税の取扱い（協定項目９）について（その１）を議

題といたします。 

 財務専門部会長から説明させます。 

菅原財務専門部会長 それでは、資料の51ページを御覧いただきたいと思います。 

 地方税の取扱いについてでございます。そのページには、地方税の取扱いというこ

とで調整方針が１から７まで掲げてございます。その内容につきましては、52ページ

からそれぞれの税目にしたがって御説明を申し上げたいと思います。 

 52ページを御覧いただきたいと思います。まず、個人市町村民税でございますが、

ここでは石巻市の場合ですと個人の均等割が2,500円でございます。それに対しまし

て、６町では2,000円というふうになっております。これは地方税法上、人口５万以

上50万未満については2,500円と、それ以下の人口の部分につきましては2,000円とい

うふうないわゆる規定がございまして、そのように差があるわけでございます。この

取扱いについて、何回も協議をしたわけでございますけれども、合併特例法の規定の

中では、そういう差異があるものについては５年を限度に不均一課税をしたり、ある

いは課税をしないという取扱いができるというふうな規定がございます。そういった

規定を参考にしながら検討した結果、合併をする時点においては各町それから石巻、

現行のままで合併をしましょうと。そして、５年間の不均一課税のあと合併年度に引

き続く５年度限りということですから、平成22年度には一斉に2,500円に合わせまし

ょうというふうなことの取扱いになっております。それから、同じく個人市町村民税

の所得割でございます。これにつきましては、すべて１市６町とも同じ標準税率を採

用しておりますので、これについては現行どおりということで、何ら変わっておりま

せん。それから、同税の普通徴収の納期につきましては、石巻市の例に統一をすると

いうふうなことでございまして、特別徴収につきましてこれは１市６町差異がござい

ませんので現行のとおりとするというふうな結論をいたしております。 

それから、２つ目の法人市町村民税でございますけれども、まず均等割でございま

す。均等割につきましては、その表の一番左側の方にお示しをしておりますとおり、

すべて標準税率を使っておりますのでこの部分については現行どおりということで

ございますけれども、法人税割につきましては、石巻市の場合は13.7％の超過税率を

使っております。６町につきましては、その表の一番下の方の左の方にお示ししてお
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りますとおり12.3％ということで、標準税率を採用しております。ここに差異がある

わけでございますけれども、これも先程御説明申し上げました個人市町村民税と同じ

く、５年間の不均一課税の取扱いをするということにいたしております。 

 次に、54ページを御覧いただきたいと思います。54ページには、特別土地保有税を

表示してございます。これは、御案内のとおり平成15年から課税停止というふうなこ

との取扱いにすべての市町村なっております。しかしながら、今後法律の改正によっ

て復活というふうなことも考えられますことから、この税目は残すということでござ

いまして、ただしその取扱いの中で、免税点の基準面積につきましてはそこに掲げて

ございますとおり石巻の場合ですと5,000平方メートル、それから違いますのは桃生

町と北上町がそれぞれ10,000平方メートルというふうな取扱いをしてございました

ので、その点の統一が必要だということで、これは5,000平方メートルに統一をする

ということで決定をしております。それから、その下にございます納期につきまして

は、これは石巻と河南町の例に統一をするということで、地方税法の規定に一番近い

形のものに統一をするということにしております。 

それから、次にたばこ税でございますけれども、これにつきましては１市６町とも

一定税率の適用をしておりますし、それから納期につきましても同一ということでご

ざいますので、これは現行どおりの取扱いをするということといたしております。 

 それから、56ページを御覧いただきたいと思います。そこには、まず４番目の鉱産

税でございます。鉱産税につきましては、これは鉱業いわゆる金偏の鉱業でございま

すけれども、そういった採掘業者が採掘物の取り引きに対して100分の１の課税とい

うふうなことになっておりますけれども、この税目をもっておりますのが石巻、河南、

北上、牡鹿の４市町でございます。これにつきましては、当然そういう業者が現れれ

ば当然掛かるわけでございますので、新たに新市になった場合については全体が一緒

になるということでございますので、石巻市、河南町、北上町、牡鹿町の例に統一を

すると。 

次に、都市計画税でございます。都市計画税につきましては、現状としては石巻市

だけが固定資産税と同じ納期ということの取扱いで課税をいたしております。税率に

ついては100分の0.3ということでございます。現在、河南町には都市計画区域として

の市街化区域がございます。しかしながら、その部分については課税をいたしており

ません。そういう関係から、合併から５年度間については同様の取扱いをするという
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ことでございます。なお、合併後については新たな都市計画の線引きが検討されるわ

けでございますので、そういった新たな線引きの中で今後考えていくというふうな形

になろうかと思います。 

６番目には、水利地益税を載せてございます。これについては、河南町だけが今課

税をいたしております。この部分については、当然水利地益税ということで林道だっ

たりあるいは農地だったりというふうなことで、都市計画税と同様の考え方の、その

特定の利益を受ける方のための、いわゆる税目ということで課税をいたしております。

それにつきましては、河南町の一部区域についてのみ課税ということで、この部分は

当面そういうふうな形ということでございます。 

それから、58ページを御覧いただきたいと思います。そこには軽自動車税を掲げて

ございます。これにつきましては、１市６町とも同じ標準税率を適用をいたしており

ます。税率については現行どおりということで、納期につきましてはそれぞれ５月の

納期でございますけれども、その日にちの取扱いがそれぞれ違うということになって

おりますけれども、これは石巻市と北上町とそれから牡鹿町の例に統一をするという

ことで統一をいたしております。 

 60ページを御覧いただきたいと思います。60ページには、この提案の理由を掲げて

ございます。先程御説明申し上げましたけれども、合併特例法の中では、「合併が行

われた日の属する年度及びそれに続く５年度に限り、その均衡を欠く程度を限度とし

て課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。」ということがされてお

りまして、それら条項を参酌して５年度間の不均一課税にしたものもございます。 

それから、そこに掲げております一番下のなお書きでございます。今回御提案申し

上げた内容の中に、固定資産税と入湯税については後日提案をするということで、か

つあいをさせていただいております。まず、なぜ固定資産税を今回削除したかという

ことでございますけれども、実は石巻市と河北町を除いた５町については既に地籍調

査事業が完了いたしまして、新たな地籍で一斉課税をいたしております。しかしなが

ら、石巻市の場合ですと今の事業ベースでまいりますと平成35年頃までの予定という

ことで、すべての地籍調査が終わるのが平成35年というふうな形で今進んでおります。

それから、河北町につきましては平成17年の３月頃に調査完了いたしまして、平成

20年頃には一斉課税の条件が整うというふうなことで、いろいろ幹事会におきまして

も議論をされたところでございます。それで、前回の幹事会におきまして部会からの
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決定としては、石巻市の取扱いについては合併後できる限り早い時期に一斉課税でき

る条件を調整をするということで御提案を申し上げました。そうした中、当然河北町

とのそういう差が出てまいります。河北町の方から、当然17年には新市になっている、

河北町が一斉課税できる時点では既に新市になっているということで、石巻市が課税

するというふうな時期でいいんではないかというふうな御意見が出ました。そして、

できるだけ早い時期にというのはこれは明確ではないということで、結論的には合併

後10年以内に一斉課税できる条件を整えるということで、石巻市の部分は決定をした

わけでございます。それに対して、河北町の意見が若干食い違いがございまして、次

回の幹事会にまた再度協議をするということで、固定資産税の部分につきましては除

かせていただいたという経過がございます。 

それから、入湯税でございますけれども、これにつきましては石巻市は御案内のと

おり大街道にやまとの湯というのがございます。これは、温泉法に従った形でその鉱

泉を表示をいたしております。そうなりますと、地方税法上はこの入湯税を課さなけ

ればならないということで、今石巻市ではこの入湯税の課税について検討している段

階でございます。それから、河北町でも道の駅に冷泉が出ているというふうなこと等

もございまして、今後この部分についてはさらに検討を深めて後日御提案を申し上げ

るというふうな内容になったわけでございます。 

 以上でございます。 

土井議長 質問ございませんか。これも継続審議と。 

（三浦委員 挙手） 

土井議長 はい、三浦委員。 

三浦委員 １点だけ。都市計画税でありますけれども、河南町については都市計画に基

づく事業を実施していないため課税されておりません。だから合併が行われた日が属

する年度及びこれに続く５年度間に限り課税しないこととするものですと謳われて

おりますけれども、これは河南町の区域については都市計画に基づく事業を実施して

から課税すると、こうした方が馴染みがあるんじゃないかなと思う、分かりやすいん

じゃないかなと思うんですけども。 

土井議長 どうですか。 

菅原財務専門部会長 部会の方でいろいろ検討されてまいりました。その中で、河南町

の場合は都市計画区域の設定はございますけれども、その区域への課税については現
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状としては課税をいたしておりません。その関係で、今後も課税をする予定がないと

いうことでございましたので、合併した場合、石巻市の例にならいますと当然固定資

産税と一緒にその部分が課税をされてしまうという現状が出てまいりますので、河南

町の部分だけは５年間はかけませんというふうなことを明確にしたいということで、

こういうふうな表現になったわけでございます。 

（三浦委員 挙手） 

土井議長 はい、三浦委員。 

三浦委員 ちょっと分からない面があるから伺うんですけれど、この都市計画に基づく

事業を実施していないためとなっているんですよね。だから、都市計画に基づく事業

を実施してから課税するとした方が私は分かりやすいんだがなと思って、伺っている

んです。 

菅原財務専門部会長 ただいま御意見がございましたので、分かりやすい方法というふ

うなことであればその辺の修正をいたしたいというふうに思います。 

三浦委員 分かりました。 

土井議長 そのほかありますか。 

（髙橋（左）委員 挙手） 

土井議長 はい、髙橋（左）委員。 

髙橋（左）委員 個人の市町村民税でございますけど、これは参考として聞いておきた

いと思います。石巻市にならった場合、均等割2,500円にした場合いくらぐらいなり

ますか。 

菅原財務専門部会長 実は私、説明を先程若干飛ばしまして、実はお手元に協議第14号

地方税の取扱い参考資料ということで、こういう綴りがお手元にお配りしてございま

す。そのページの一番最後の方に、７ページでございますけれども、参考までにどの

ぐらいの差が出るのかということでお示しをいたしております。 

石巻市以外の個人均等割の課税対象となっている方が１万6,350人ございます。こ

れの差額500円でございますので、１年間に発生する影響額というのが817万5,000円

ということでございます。なお、参考までその下に法人市民税の法人割につきまして

も説明を加えてございます。この場合ですと、影響額ということで差し引きの1,404万

5,000円ということで、これを13.7％にしないというふうな部分の合計が1,404万

5,000円というふうな影響額が出ておりますので、御理解いただきたいと思います。 
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土井議長 よろしいですか。 

  そのほかございませんか。 

 （「なしという声あり」） 

土井議長 それでは、協議第14号も継続協議とさせていただきます。 

・協議第15号 条例・規則等の取扱い（協定項目12）について 

土井議長 次に、協議第15号 条例・規則等の取扱い（協定項目12）についてを議題と

いたします。 

 総務専門部会長から説明させます。 

新妻総務専門部会長 それでは、協定項目12、条例・規則等の取扱いについて御説明申

し上げます。恐れ入ります、資料の63ページを御覧願います。 

 はじめに、提案理由について御説明申し上げます。 

新設合併が行われたときは、法人格が消滅するため、関係市町の条例・規則等は合

併日の前日に失効することになります。 

このため、新市において必要な条例・規則等は、原則として、新市において新たに

制定し施行する必要がありますことから、１市６町の各種事務事業の調整方針に基づ

いた整備を行う必要がございます。 

条例・規則等の制定と施行の方法につきましては、合併と同時に市長職務執行者の

専決処分や職権により行うもの、また、「地方自治法施行令」の規定に基づく例外的

な取扱いとして、旧市町の条例及び規則を、新市の条例・規則が制定されるまでの間、

暫定措置として一定の地域に暫定的に引き続き施行させるもの、そして、合併後に逐

次制定し施行させるものとがございます。 

このようなことから、「条例・規則等の取扱い」につきましては、協議会又は各専

門部会等で協議・確認された各種事務事業の調整方針に基づきまして整備することと

し、基本的な取扱方針を提案するものでございます。 

左側の資料62ページを御覧願います。従いまして、条例・規則等の取扱いについて

の調整方針は、ここに記載してございます３つの区分により整備することを御提案い

たします。１つ目は、合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し施

行するもの。２つ目は、合併後、一定の地域に暫定的に施行するもの。３つ目が、合

併後、逐次制定し施行するもの。この３つでございます。なお、この調整方針が確認

されましたら各分科会に方針を示しまして、各種事務事業の調整方針を定める際にど

- 38 - 



の施行方法によるか区分していただくことにしております。 

 次に、資料64ページを御覧願います。条例・規則等の施行方法による区分でござい

ますが、ただいま３つの整備方針を御説明しましたが、１番目としまして、合併と同

時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行するものでございますが、

(１)の条例につきましては専決処分により施行することとなります。なお、具体の条

例等につきましては、こちら右側にございます例示のとおりでございます。(２)の規

則、規程、要綱等につきましては、市長職務執行者の職権により制定し施行すること

になります。具体の規則等につきましては、こちら例示してあるとおりでございます。

(２)の合併後、一定の地域に暫定的に施行するものでございますが、新市の条例、規

則等が制定されるまでの間の暫定措置として、従来その地域に施行されていた条例、

規則を新市の条例、規則として引き続き施行するものでございます。なお、まだ分科

会の方では具体にどれが該当するのか想定しておりませんが、参考例といたしまして

西東京市の例をここに例示してございます。福祉基金条例とか入学資金貸付条例等で

ございます。 

 ３番目の、合併後、逐次制定し施行するものでございますが、(１)といたしまして、

新市長の政策判断等を要するものでございまして、表彰条例等がございます。(２)と

いたしまして、議案提出権がないもの、議会の運営に関する条例等でございます。 

 次、65ページを御覧願います。これは条例・規則等の取扱いに関する関係法令の抜

粋でございます。地方自治法、それから地方自治法施行令からの抜粋でございます。 

 次、66ページを御覧願います。条例・規則等の取扱いについての先進事例でござい

まして、４つの市の事例を掲げてございます。なお、今回は西東京市の事例を参考に

この調整方針を提案するものでございます。 

 それから、67ページを御覧願います。これは、合併協議会構成市町の例規登載状況

でございまして、それぞれ１市６町の内訳を掲げてございまして、１市６町の合計本

数が3,078本になっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

土井議長 何か質問ございますか。 

 （「なし」という声あり） 

土井議長 協議第15号も継続協議とさせていただきます。 

・協議第16号 国際交流事業の取扱い（協定項目25－３）について 
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土井議長 次に、協議第16号 国際交流事業の取扱い（協定項目25－３）についてを議

題といたします。 

 企画専門部会長から説明させます。 

今野企画専門部会長 それでは、協議第16号として提案いたしております、国際交流事

業の取扱いについて御説明いたしますので、69ページを御覧願います。下に掲げてお

ります調整方針の５つの項目について御説明申し上げますので、70ページをお開きく

ださい。 

 ここに、タイトルといたしまして石巻地域合併協議会協議事項調整内容総括表がご

ざいますけれども、項目ごとに調整方針に掲げました具体的内容について御説明申し

上げます。 

 まず、項目の(１)姉妹都市・友好都市を除く国際交流事業に関することについてで

ございますが、現況といたしましては、石巻市においては海外との交流の対応、在住

外国人に対する支援といたしましてゴミカレンダー作成等のほか、海外ボランティア

募集の推進、アメリカワシントン州エバレットとの経済交流などを行っております。

河南町におきましては、海外から来町する外国人との交流事業及び交流先への訪問と

連絡・調整を行っておりまして、桃生町におきましては、チュニジア共和国との交流

を実施している状況にございます。この調整の具体的内容といたしましては、今後の

交流において相手先の意向を確認する必要はございますが、これまでの経緯を踏まえ

継続して実施することを基本とし、新市において調整するということで調整いたして

おります。 

 次に、項目の(２)国際交流協会及び国際交流団体に関することにつきましては、現

況といたしまして、協会については、石巻市、河南町、桃生町の３町で設立されてお

りまして、団体への支援につきましては、石巻市、桃生町が実施している状況にあり

ます。調整の具体的内容といたしましては、国際交流協会については、合併後、速や

かに統合できるように努めることとし、国際交流団体への支援については、現行どお

り新市に引き継ぐものとするということで調整いたしております。 

 72ページをお開き願います。項目の(３)ホームステイ受入れ事業に関することにつ

きましては、現況といたしましては、河南町においては、海外派遣交流先の中高生の

招聘を実施しており、桃生町においては、宮城県国際交流協会事業を利用した形での

取り組みをいたしております。北上町におきましては、研修生派遣先よりホストファ
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ミリーの招聘を行っている状況にあります。調整の具体的内容といたしましては、継

続して実施することとし、受入先と事業主体については一本化することとし、新市に

おいて調整するということで調整いたしております。 

 次に、項目(４)中高生海外派遣事業に関することにつきましては、現況といたしま

して、石巻市においては海外短期語学研修事業として、アメリカ合衆国エバレット市

に派遣しており、河南町におきましては、中学生海外派遣事業としてアメリカ、カナ

ダに派遣しております。桃生町におきましては、青少年海外ふれあい交流事業として

オーストラリアに。そして、北上町においてはアメリカに派遣している状況にありま

す。調整の具体的内容といたしましては、合併年度において実施できるよう調整する

必要がありますので、参加負担金、応募方法等に相違はありますが、制度の一本化を

図る必要がございますので、これまでの経緯を踏まえ、合併時までに新たな制度とし

て創設するということで調整いたしております。 

 次に、項目の(５)国際交流基金に関することにつきましては、現況といたしまして

は、石巻市のみが該当しておりまして、平成３年度に基金条例を制定いたしておりま

す。平成３・４年度に積立、その後国際交流の事業資金として運用いたしております。

調整の具体的内容といたしましては、新市においても、石巻市の例により基金を設置

するということで調整しております。 

 以上が事務事業前の調整内容でありますが、74ページにございます提案理由の後段

部分でも述べておりますように、新市においても、これまで進めてきた文化・スポー

ツ・生涯学習・産業経済等幅広い分野における交流を継続していくことが望ましく、

制度の違いがあるものについては、できるだけ一本化し、国際交流事業の拡充に向け

速やかに調整していく旨の調整方針といたして提案するものでございます。 

 以上で、調整方針の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいた

します。 

土井議長 この件について、何か質問ございますか。 

 （「なし」という声あり） 

土井議長 それでは、協議第16号も継続協議とさせていただきます。 

 ・協議第17号 広報・広聴関係事業の取扱い（協定項目25－４）について 

土井議長 次に、協議第17号 広報・広聴関係事業の取扱い（協定項目25－４）につい

てを議題といたします。 
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 企画専門部会長から説明させます。 

今野企画専門部会長 それでは、引き続きまして協議第17号として提案いたしておりま

す広報・広聴関係事業の取扱いについて御説明いたします。 

 下に掲げております５つの調整方針について御説明申し上げますので、76ページを

お開き願います。 

ここに、石巻地域合併協議会協議事項調整内容総括表がございますが、項目ごとに

調整方針に掲げました具体的内容について御説明いたします。 

 まず、項目の(１)広報紙の発行業務に関することについてでありますが、現況とい

たしましては、１市６町において配布方法、配布箇所、業者の選定方法、内容につい

て、それぞれ違っている状況にあります。調整の具体的内容といたしましては、発行

回数は、原則、月１回の年12回とし、創刊号の発行時期、内容、業者の選定方法、配

布方法、配布箇所、職員体制については、早期に事務担当者検討会議等を立ち上げ合

併時までに調整するということで調整いたしております。 

 次に、項目の(２)広報協会に関することにつきましては、現況といたしましては、

牡鹿町を除く１市５町が協会に加入している状況にございます。調整の具体的内容と

いたしましては、現在未加入の町はありますが、新市においても継続して協会に加入

するということで調整しております。 

 次に、項目の(３)市勢・町勢要覧に関することにつきましては、現況といたしまし

ては、発刊の周期、頒布先、頒布方法での有償、無償に相違がある状況となっており

ます。調整の具体的内容といたしましては、発刊の時期に検討を要しますが、新市に

おいても発刊することとし、合併後検討するということで調整いたしております。 

 78ページになりますけれども、項目の(４)その他広報に関することにつきましては、

現況といたしましては、市や町の行政情報をマスメディアを通じてＰＲすることにつ

いてでございますが、現在ＦＭコミュニティー放送は受信できないエリアがあるとい

うこと。それから、記者会見につきましては石巻市のみが行っております。それから、

記者クラブ室につきましても石巻市のみが設置している状況にあります。調整の具体

的内容といたしましては、マスコミによる情報発信については、新市においても積極

的に活用して行政情報を提供することとするということで調整いたしております。 

 次に、項目の(５)ホームページに関することにつきましては、現況といたしまして

は、メインメニューがまちまちの状況にございます。調整の具体的内容といたしまし
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ては、情報収集のあり方について検討を要しますが、新市において新たに開設するこ

ととし、開設時期、内容、職員体制については、早期に事務担当者検討会議等を立ち

上げ合併時までに調整するということで調整いたしております。 

 80ページになりますが、項目の(６)市民・町民意識調査に関することにつきまして

は、現況といたしまして、実施時期及び調査内容に相違がある状況となっております。

調整の具体的内容といたしましては、継続して実施することとし、実施時期及び内容

については、新市において調整するということで調整いたしております。 

 次に、項目の(７)市民・町民懇談会に関することにつきましては、現況といたしま

して、開催時期及び開催方法に相違がある状況となっております。調整の具体的内容

といたしましては、継続することとし、地域審議会などとの役割分担を明確にしたう

えで、新市において調整するということで調整いたしております。 

 次に、項目の(８)市政・町政モニターに関することにつきましては、現況において

石巻市のみが実施している状況にあります。調整の具体的内容といたしましては、継

続して実施することとし、実施方法及び実施時期については、新市において調整する

ということで調整しております。 

 次に、項目の(９)市政・町政教室に関することにつきましては、現況において石巻

市と河北町が実施しておりますが、実施方法において相違がある状況となっておりま

す。調整の具体的内容といたしましては、継続して実施することとし、実施方法及び

実施時期については、新市において調整するということで調整いたしております。 

 次に、項目の(10)その他広聴に関することにつきましては、現況において、石巻市

においては市長室開放デー、市政提案、陳情・要望に関する市政相談を行っておりま

して、桃生町におきましては、町政提案を実施いたしております。いずれにいたしま

しても、市町において取り組み有無や方法に相違がある状況となっております。町政

の具体的内容といたしましては、各事業については原則として継続実施することとし、

新市において調整するということで調整いたしております。 

 以上が事務事業前の調整内容でございますけれども、82ページの提案理由の後段部

分でも述べておりますように、特に合併に際しては、住民と行政の距離が大きくなり

住民の意見が反映されにくくなるのではないかという懸念もありますことから、広報

広聴関係事業については、合併時及び新市において十分検討する必要があると思われ

ます。これらを踏まえまして、住民に対し、行政に関する情報を十分に提供し、かつ
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新しいまちづくりについての意見や生活に対する不安・懸念など住民の声を反映させ

る体制を整える旨の調整方針としております。なお、調整項目が10項目となりました

ので、一部集約した形で５項目として提案させていただくものでございます。 

 以上で、調整方針の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいた

します。 

土井議長 ただいまの専門部会長からの説明で、質問ございますか。 

 （「なし」という声あり） 

土井議長 議案第17号も継続協議とさせていただきます。 

（５）その他 

・ 第５回 石巻地域合併協議会の日程について 

土井議長 次に、次第(５)のその他に移りますが、第５回 石巻地域合併協議会の日程

について事務局から説明させます。 

植松総務担当次長 それでは、84ページをお開きいただきたいと思います。 

 第５回の協議会日程でございますが、まず日時につきましてでございます。当初、

10月23日ということで第１回目のとき既に決定したわけでございますが、当日会長日

程の都合によりまして10月24日、１日遅らせて開催させていただきたいと思っており

ます。それから、時間につきましては９時30分とここに書いてございますが、当日に

つきまして、この日の午後に各町長さん方が仙台にて公務がございますので、この場

で９時30分の時間帯を30分また繰り上げさせていただきまして、９時から開催させて

いただくということでお願いしたいと思います。 

 それから、報告事項といたしましてはここに３つございますが、まちづくり計画検

討委員会の方から中間提言書が提出される予定となっておりますので、併せてそれも

御報告申し上げます。 

 それから、４番の協議事項につきましては、本日提案の５件と。 

 それから、５番目の提案事項につきましては新規提案で４件でございますが、まち

づくり計画検討委員会からの中間提言を受けまして、新市まちづくり計画中間案をこ

の協議会に御提案申し上げるという予定となっております。 

 以上で、日程の御説明を終わらせていただきます。 

土井議長 ただいま事務局の方から説明がありましたが、何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 
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土井議長 それでは、第５回協議会の日程について原案を了承することといたしますが、

よろしいですね。 

 （「はい」という声あり） 

 

６．その他 

土井議長 これで、本日予定した議事は終了となりますが、委員の皆様方から何かござ

いませんでしょうか。 

（ 藤（正）委員  挙手） 

土井議長 はい、 藤（正）委員。  

藤（正）委員 簡単に終わりますんで、２つほど要望ということでお願いしておきま

す。これは事務局の方です。 

 これから、確信の部分に入る部分がずいぶんございますので、それで私らも委員と

して町当局や事務局サイドに御相談なり、お伺いしなきゃならない部分がだいぶ出て

くると思うんです。それによって、まずもってこの協議会資料を、だいぶ御努力され

て早めに出そうとは思ってるんでしょうけれども、提案から協議まではだいたい１か

月くらいあるんですが、今回半月しかなかったんですけれども、なるべくもう少し提

案事項の段階でもう少し早く出してもらえればこちらも勉強の余地があるのかなと

思っております。 

 あともう１つ、この確信の部分に入りますと９の専門部会と31の分科会がございま

すんで、全部関連してくる部分がございますんで、行政は得てして縦のつながりは強

いんですけれども、横のつながりが弱いというのがよく言われますんで、どうぞここ

の分科会の横のつながりももう少し強化していただければなと。 

 以上、要望でございます。 

土井議長 よろしいですね。 

（平塚委員 挙手） 

土井議長 はい、平塚委員。 

平塚委員 総務専門部会の方に、こういう意見も出ているということを話していただき

たいんですが、１市６町単労職まで含めますと2,195名、新市誕生すると職員なるん

ですね。約2,200名の職員ということになれば、これは公務員ですので身分保障され

てますけれども、16年度の新規採用を１市６町原則控えるということで、そういう提
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案も出てると、提言も出てるということを総務専門部会の方に伝えていただきたいと

思いますが、いかがなもんでしょうか。 

土井議長 どうですか、委員の皆さん。今の意見。確かにそういうことあると思います

よ。石巻は採用しないことにしてますから。どうですか、今の桃生町の町長さんの提

案。 

（木村委員 挙手） 

土井議長 はい、木村委員。 

木村委員 ただ、一般職はそれでいいかと思うんですが、例えばうちの方を例にとりま

すと、町立病院の看護師の問題なんですが、これは奨学資金を出して日赤の学校の方

から卒業してくるわけなので、そういうものを除いていただければ一般職については

私も賛成でございます。 

土井議長 奨学資金で養成をしてた子どもさんだということですね。 

 どうですか、今の意見、一理あると思いますね。 

（佐藤（健児）委員 挙手） 

土井議長 はい、佐藤（健児）委員。 

佐藤（健児）委員 北上町でも、今牡鹿さん言ったように看護師を今募集してございま

す。やはり、どうしてもこれだけはやむを得ず、先生の要請でございますので看護師

と保母さんを今１人、３人を募集してるんですが、それだけはなんとか勘弁してもら

いたいという思いでございます。 

土井議長 極力、採用人数を控えさせていただいて町長さん方の要望に沿うということ

でどうでしょうか。 

（「了解」という声あり） 

土井議長 じゃ、そういうことでお願いをしたいと思います。 

 そのほか、ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

土井議長 他にないようですが、私から皆様にお願いをいたします。 

 今後の協議を円滑に行っていくためにも、もし会議資料に対する質問や追加資料の

必要がある場合には、事前に事務局の方に申し出てください。対応したいと思います

ので、よろしくお願いをいたします。 

 必要によっては協議会で報告、または追加資料の提出とさせていただきます。 
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 これで、本日の議事を終わらせていただきます。 

 ちょっと事務局から連絡事項がありますので、もうちょっとだけ時間をください。 

 以上です。 

司会 それでは事務局からの連絡事項でございますが、先程来話し合われましたように

第２小委員会が午後から開会されます。時間は午後１時からとなっておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

７．閉会 

司会 以上をもちまして、本日の日程の一切を終了いたしましたので、第４回石巻地域

合併協議会を閉会させていただきます。 

 本日は大変ありがとうございました。 
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上記会議の経過は事務局長木村耕二の調製したものであるが、その内容に相違ないこ

とを証するため、ここに署名いたします。 

  

平成１５年  月  日 

   石巻地域合併協議会         

 

署名委員            

 

署名委員            
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